
集団指導（指導・監査編）

福祉局指導監査部指導第一課

介護機関指導担当



＜指導について＞

「指導」

利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭に置き、制度管理

の適正化とより良いケアの実現に向けて、介護サービス事業

者の質の確保・向上を図ることを主眼として実施する。

【実施方法】①集団指導②運営指導（一般指導・合同指導）

① 集団指導
介護保険法の趣旨・目的の周知、指定事務や介護報酬請求

事務の説明等の講習を実施



②運営指導

（都道府県が行う運営指導）

【根拠法令】介護保険法
（帳簿書類の提示等）
第２４条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等に関し
て必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又は
これを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、
報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その
他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができ
る。

２ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対
し、当該介護給付等に係る居宅サービス等の内容に関し、報告
を命じ、又は当該職員に質問させることができる。



＜指導・監督業務の全体像＞

出典：「介護保険制度等における指導監督」（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/service/index_00001.html
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